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○
青
森
県
知
的
障
害
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

同

)

…
��

○
青
森
県
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農
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興
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条
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す
る
条
例

(

畜

産

課)

…
��

○
青
森
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
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��

○
青
森
県
営
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車
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条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

…
��

○
青
森
県
立
高
等
学
校
授
業
料
、
受
講
料
、
入
学
料
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び
入
学
者
選
抜

手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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県
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条

例

青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
一
号

青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館
条
例

(

設
置)

第
一
条

本
県
に
か
か
わ
り
の
あ
る
航
空
機
及
び
航
空
の
歴
史
を
紹
介
し
、
並
び
に
科
学
に
関
す
る
知
識
を
普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
青
少
年
が
科
学
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を

深
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
三
沢
市
に
青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館

(
以
下

｢

航
空
科
学
館｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

業
務)

第
二
条

航
空
科
学
館
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

航
空
及
び
科
学
に
関
す
る
実
物
、
模
型
、
図
書
、
映
像
記
録
、
体
験
用
装
置
等

(

以
下

｢
航
空
科
学
資
料｣

と
い
う
。)

の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
に
関
す
る
こ
と
。

二

航
空
科
学
資
料
の
利
用
に
関
し
必
要
な
説
明
、
助
言
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三

航
空
科
学
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

科
学
の
実
験
及
び
工
作
に
関
す
る
助
言
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
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五

航
空
及
び
科
学
に
関
す
る
講
習
会
、
映
写
会
そ
の
他
の
集
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

六

航
空
及
び
科
学
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

七

そ
の
他
青
少
年
が
科
学
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務

(

使
用
料)

第
三
条

航
空
科
学
館
の
施
設
を
使
用
す
る
者
は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
別
の
展
示
会
そ
の
他
の
期
間
を
定
め
た
催
し
を
観
覧
す
る
た
め
航
空
科
学
館
の
施
設
を
使
用
す
る
者
は
、
知
事
が
別
に
使
用
料
の
額
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
使
用
料

を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

使
用
料
の
免
除)

第
四
条

知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

管
理
の
委
託)

第
五
条

知
事
は
、
航
空
科
学
館
の
管
理
を
財
団
法
人
青
い
森
み
ら
い
創
造
財
団
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
任)

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
科
学
館
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表

(

第
三
条
関
係)

一

航
空
科
学
資
料

(

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

の
利
用
の
た
め
の
使
用
の
場
合
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二

食
堂
施
設
又
は
売
店
施
設
の
使
用
の
場
合

知
事
が
定
め
る
額

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
二
号

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
条
例

(

設
置)

第
一
条

公
園
を
次
の
と
お
り
設
置
す
る
。

― ―5

団
体

(
二
十
人
以
上

の
も
の
に
限
る
。)

個
人

区

分

一
般

高
等
学
校
生
徒
及
び
中
等
教
育
学
校
後
期
課
程
生
徒

一
般

高
等
学
校
生
徒
及
び
中
等
教
育
学
校
後
期
課
程
生
徒

五
百
円
に
人
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
十
分
の
八
に
相
当
す
る
額

三
百
円
に
人
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
十
分
の
八
に
相
当
す
る
額

五
百
円

三
百
円

金

額

(

一
回
に
つ
き)



(

行
為
の
禁
止)

第
二
条

公
園
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
み
だ
り
に
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

公
園
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
す
る
こ
と
。

二

竹
木
を
伐
採
し
、
又
は
植
物
を
採
取
す
る
こ
と
。

三

土
石
、
竹
木
等
の
物
件
を
た
い
積
す
る
こ
と
。

四

土
石
の
採
取
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
の
変
更
を
す
る
こ
と
。

五

動
物
を
捕
獲
し
、
又
は
殺
傷
す
る
こ
と
。

六

知
事
が
指
定
し
た
場
所
以
外
の
場
所
で
た
き
火
を
す
る
こ
と
。

七

知
事
が
指
定
し
た
立
入
禁
止
区
域
内
に
立
ち
入
る
こ
と
。

八

知
事
が
指
定
し
た
場
所
以
外
の
場
所
に
車
両
を
乗
り
入
れ
る
こ
と
。

(

行
為
の
制
限)

第
三
条

公
園
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

物
品
を
販
売
し
、
又
は
頒
布
す
る
こ
と
。

二

競
技
会
、
集
会
、
展
示
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の
た
め
に
公
園
の
全
部
又
は
一
部
を
独
占
し
て
利
用
す
る
こ
と
。

― ―6
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三

募
金
、
署
名
運
動
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

四

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
公
園
の
管
理
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

監
督
処
分)

第
四
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
又
は
行
為
の
中
止

若
し
く
は
公
園
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
者

二

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
に
違
反
し
て
い
る
者

三

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者

(

使
用
料)

第
五
条

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

過
料)

第
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

(

委
任)

― ―7



第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
園
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表

(

第
五
条
関
係)

備
考

使
用
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
使
用
面
積
に
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
総
面
積
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て

一
平
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。

青
森
県
と、
畜
場
法
施
行
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男
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青
森
県
条
例
第
三
号

青
森
県
と、
畜
場
法
施
行
条
例

(
趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
と、
畜
場
法

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

一
般
と
畜
場
の
構
造
設
備)

第
二
条

と、
畜
場
法
施
行
令

(
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
六
号)

第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
一
般
と
畜
場
の
構
造
設
備
は
、
作
業
の
状
況
を
外
部
か
ら

見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
と
す
る
。

(

委
任)

第
三
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
と、
畜
場
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
四
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

― ―9



(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
育
士
登
録
証
に

関
す
る
事
務
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
納
入)

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
手
数
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

保
育
士
登
録
申
請
手
数
料

四
千
二
百
円

二

児
童
福
祉
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
登
録
証
の
書
換
え
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

保
育
士
登
録
証
書
換
え
交
付
手
数
料

千
六
百
円

三

児
童
福
祉
法
施
行
令
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
登
録
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

保
育
士
登
録
証
再
交
付
手
数
料

千
百
円

(

手
数
料
の
不
還
付)

第
三
条

既
に
納
入
し
た
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
号
の
規
定
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

― ―10



青
森
県
条
例
第
五
号

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例

(
趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

以
下

｢

セ
ン
タ
ー｣

と
い
う
。)

の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

使
用
料
及
び
手
数
料
の
納
入)

第
二
条

セ
ン
タ
ー
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
機
械
を
使
用
す
る
者
は
、
同
表
に
定
め
る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

セ
ン
タ
ー
に
別
表
第
二
に
掲
げ
る
化
学
分
析
、
試
験
又
は
デ
ザ
イ
ン
を
依
頼
す
る
者
は
、
同
表
に
定
め
る
手
数
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

使
用
料
及
び
手
数
料
の
納
入
方
法)

第
三
条

使
用
料
及
び
手
数
料
の
納
入
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

使
用
料
及
び
手
数
料
の
減
免)

第
四
条

知
事
は
、
公
益
上
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
料
及
び
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

施
行
事
項)

第
五
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
工
業
試
験
場
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
青
森
県
機
械
金
属
技
術
研
究
所
手
数
料
及
び
使
用
料
徴
収
条
例
の
廃
止)

― ―11



２

次
に
掲
げ
る
条
例
は
、
廃
止
す
る
。

一

青
森
県
工
業
試
験
場
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例

(

昭
和
三
十
四
年
四
月
青
森
県
条
例
第
二
十
七
号)

二

青
森
県
機
械
金
属
技
術
研
究
所
手
数
料
及
び
使
用
料
徴
収
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
十
七
号)

(

経
過
措
置)

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
同
項
各
号
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
納
入
す
べ
き
で
あ
っ
た
使
用
料
及
び
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
一

(

第
二
条
関
係)
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青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
六
号

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

以
下

｢
セ
ン
タ
ー｣

と
い
う
。)

の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

使
用
料
及
び
手
数
料
の
納
入)

第
二
条

セ
ン
タ
ー
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
木
工
機
械
を
使
用
す
る
者
は
、
同
表
に
定
め
る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

セ
ン
タ
ー
に
別
表
第
二
に
掲
げ
る
精
液
注
入
、
分
析
等
、
肉
用
牛
人
工
授
精
用
精
液
の
採
取
及
び
凍
結
処
理

(

以
下

｢

凍
結
精
液
製
造｣

と
い
う
。)

、
木
材
加
工
又
は
試

験
を
依
頼
す
る
者
は
、
同
表
に
定
め
る
手
数
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

使
用
料
及
び
手
数
料
の
納
入
方
法)

第
三
条

使
用
料
及
び
手
数
料

(

凍
結
精
液
製
造
の
手
数
料
を
除
く
。)

の
納
入
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

凍
結
精
液
製
造
の
手
数
料
は
、
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

使
用
料
及
び
手
数
料
の
減
免)

第
四
条

知
事
は
、
公
益
上
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
料
及
び
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

手
数
料
の
不
還
付)

第
五
条

既
に
納
入
し
た
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
凍
結
精
液
製
造
の
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
凍
結
精
液
製
造
に
係
る
期
間
中
に
当
該
牛
が
死
亡
し
た
場
合
そ
の
他

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
。

(

施
行
事
項)

第
六
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
畜
産
試
験
場
手
数
料
徴
収
条
例
の
廃
止)

２

青
森
県
畜
産
試
験
場
手
数
料
徴
収
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
十
六
号)

は
、
廃
止
す
る
。

(

経
過
措
置)

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
青
森
県
畜
産
試
験
場
手
数
料
徴
収
条
例
の
規
定
に
よ
り
納
入
す
べ
き
で
あ
っ
た
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
一

(

第
二
条
関
係)
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青
森
県
遊
漁
船
業
者
登
録
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
七
号

青
森
県
遊
漁
船
業
者
登
録
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
の

登
録
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
の
登
録
の
更
新
の
申
請
手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
納
入)

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
手
数
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

遊
漁
船
業
者
登
録
申
請
手
数
料

一
万
五
千
円

二

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
者
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

遊
漁
船
業
者
登
録
更
新
申
請
手
数
料

一
万
二
千
円

(

手
数
料
の
納
入
方
法)

第
三
条

手
数
料
の
納
入
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
砂
防
指
定
地
に
お
け
る
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
八
号

青
森
県
砂
防
指
定
地
に
お
け
る
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
砂
防
法

(
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
砂
防
指
定
地

(

同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

に
お
け
る
行
為
の
規
制
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

行
為
の
制
限)

第
二
条

砂
防
指
定
地
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

土
地
の
掘
削
、
盛
土
、
切
土
そ
の
他
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為

二

土
石

(

砂
を
含
む
。)

の
採
取
、
た
い
積
又
は
投
棄

三

竹
木
の
伐
採
又
は
栽
植

四

樹
根
又
は
芝
草
の
採
取

五

施
設
又
は
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
却

六

火
入
れ

(

許
可
の
特
例)

― ―30



第
三
条

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
砂
防
指
定
地
に
お
い
て
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
に
協
議
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

(

標
識
の
設
置)

第
四
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
旨
の
標
識
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

届
出)

第
五
条

砂
防
指
定
地
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

竹
木
の
滑
り
下
ろ
し
又
は
地
引
き
に
よ
る
搬
出

二

牛
馬
そ
の
他
の
家
畜
の
継
続
的
な
放
牧
又
は
係
留

(

施
行
事
項)

第
六
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

(

罰
則)

第
七
条

第
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
砂
防
指
定
地
に
お
い
て
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
禁
錮こ

又
は
二
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

(

両
罰
規
定)

第
八
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者

を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
し
た
青
森
県
砂
防
指
定
地
管
理
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
四
号)

の
規
定
に
よ
る
処
分
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
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の
条
例
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
九
号

青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

市
街
化
調
整
区
域
に
係
る
開
発
区
域
の
面
積)

第
二
条

都
市
計
画
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号)

第
三
十
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
開
発
区
域
の
面
積
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
目
的
又
は
種
別
の
開
発
行
為
に
限
り
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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(

委
任)

第
三
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
十
号

青
森
県
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
部
設
置
条
例

(

昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

商
工
観
光
労
働
部｣

を

｢

商
工
労
働
部

文
化
観
光
部｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
号
中

｢

及
び
国
際
交
流｣

を
削
り
、
同
条
第
五
号
中

｢

商
工
観
光
労
働
部｣
を

｢

商
工
労
働
部｣

に
、

｢

、
工
業
及
び
観
光｣

を

｢

及
び
工
業｣

に
改
め
、
同
条

中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

文
化
観
光
部

�

観
光
に
関
す
る
事
項

― ―33



�

国
際
交
流
に
関
す
る
事
項

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
十
一
号

青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
十
三
条｣

を

｢

第
十
二
条｣

に
、

｢

第
十
四
条｣

を

｢
第
十
三
条｣

に
、

｢

第
十
五
条｣

を

｢

第
十
四
条｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中

｢

第
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
三
条
第
一
項｣

に
、

｢
第
十
九
条
の
二
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
二
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

青
森
県
農
業
試
験
場
病
害
虫
防
除
室｣

を

｢

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
病
害
虫
防
除
室｣

に
、

｢

青
森
県
畑
作
園
芸
試
験
場
病
害
虫
防
除
室｣

を

｢

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畑
作
園
芸
試
験
場
病
害
虫
防
除
室｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
削
り
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
三
章
中
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
四
章
中
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

前
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
機
関
の
長
が
行
っ
た
行
政
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
長
に
対

し
て
行
っ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
政
機
関
の
長
が
行
っ
た
行
政
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
長
に
対
し
て
行
っ
た
申
請
そ
の
他
の

行
為
と
み
な
す
。

３

施
行
日
前
に
お
い
て
、
青
森
県
計
量
検
定
所
の
長
が
行
っ
た
行
政
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
長
に
対
し
て
行
っ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、
知
事
が
行
っ
た
行
政
処
分

そ
の
他
の
行
為
又
は
知
事
に
対
し
て
行
っ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
十
二
号

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中

｢

十
一
人｣

を

｢

十
人｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
審
議
会
の
項
中

｢

五

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

二
十
人｣
を

｢
十
七
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
総
合
開
発
審
議
会
の
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項
中

｢

三

県
の
職
員｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
県
立
病
院
運
営
審
議
会
の
項
中

｢

三

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

十
四
人｣

を

｢

十
三
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
地
方
薬
事

審
議
会
の
項
中

｢

三

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

十
五
人｣

を

｢

十
四
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
水
産
振
興
審
議
会
の
項
中

｢

一

学
識
経
験
を
有
す
る
者

二

県
の
職
員

｣

を

｢

学
識
経
験

を
有
す
る
者｣
に
改
め
、
同
表
青
森
県
中
小
企
業
振
興
審
議
会
の
項
中

｢

一

学
識
経
験
を
有
す
る
者

二

県
の
職
員

｣

を

｢

学
識
経
験
を
有
す
る
者｣

に
、

｢

二
十
人｣

を

｢

十
九
人｣

に
改

め
、
同
表
青
森
県
文
化
観
光
審
議
会
の
項
中

｢

六

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

三
十
人｣

を

｢

二
十
九
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
屋
外
広
告
物
審
議
会
の
項
中

｢

五

県
の
職

員｣

を
削
り
、

｢

十
五
人｣
を

｢
十
二
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
む
つ
小
川
原
開
発
審
議
会
の
項
中

｢

五

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

六
十
人｣

を

｢

三
十
人｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
青
森
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
項
中

｢

五

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

二
十
人｣

を

｢

十
六
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
の
項
中

｢

鳥

獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律

(

大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号)

及
び
温
泉
法｣

を

｢

温
泉
法
及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八

十
八
号)

｣

に
改
め
、

｢

六

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢
三
十
三
人｣

を

｢

三
十
一
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
准
看
護
師
試
験
委
員
の
項
中

｢

一

学
識
経
験
を
有
す
る
者

二

県
の
職
員

｣

を｢

学
識
経
験
を
有
す
る
者｣

に
、｢

二
十
四
人｣

を｢

二
十
人｣
に
改
め
、
同
表
青
森
県
環
境
審
議
会
の
項
中｢

五

県
の
職
員｣

を
削
り
、｢

三
十
三
人｣

を｢

三
十
二
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
港
地
方
港
湾
審
議
会
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
二
八
戸
港
地
方
港
湾
審
議
会
の
項
及
び
む
つ
小
川
原
港
地
方
港
湾
審
議
会
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
青
森
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

(
｢

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律

(

大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号)

及
び
温
泉
法｣
を

｢

温
泉
法
及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

｣

に
改
め
る
部
分
に

限
る
。)

は
、
同
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
十
三
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
し
、
第
四
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
二
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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(

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
事
務)

第
十
一
条

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下

｢

鳥
獣
保
護
法｣

と
い
う
。)

及
び
鳥
獣
保
護
法
の
施
行
の
た
め
の
規

則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
各
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
及
び
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
に
よ
る
鳥
獣

(

ダ
イ
サ
ギ
、
ト
ビ
、
ド
バ

ト
及
び
サ
ル
、
狩
猟
鳥
獣
並
び
に
飛
行
場
の
区
域
内
に
お
い
て
航
空
機
の
安
全
な
航
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
鳥
獣
に
限
る
。)

の
捕
獲
等
の
許
可
並
び
に
当
該

許
可
に
係
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
従
事
者
証
の
交
付
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
及
び
従
事
者
証
の
再
交

付
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
及
び
従
事
者
証
の
返
納
並
び
に
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
捕
獲
等
の
結
果
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
鳥
獣
保
護
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
違
反
に
係
る
鳥
獣
の
解
放
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
の
命
令
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

三

鳥
獣
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
狩
猟
鳥
獣
以
外
の
鳥
獣
の
飼
養
の
登
録
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
票
の
交
付
及
び
同
条
第
六
項

(

同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
登
録
票
の
再
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

四

鳥
獣
保
護
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
鳥
獣
の
譲
受
け
及
び
引
受
け
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

鳥
獣
保
護
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
票
の
返
納
に
関
す
る
こ
と
。

六

鳥
獣
保
護
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
違
反
に
係
る
鳥
獣
の
解
放
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
の
命
令
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
に
関
す
る

こ
と
。

七

鳥
獣
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
販
売
禁
止
鳥
獣
等

(

ヤ
マ
ド
リ
及
び
そ
の
卵
に
限
る
。)

の
販
売
の
許
可
並
び
に
当
該
許
可
に
係
る
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
販
売
許
可
証
の
交
付
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
販
売
許
可
証
の
再
交
付
及
び
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
販
売
許
可
証
の
返
納
に
関
す
る
こ
と
。
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八

前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
鳥
獣
保
護
法
第
二
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
違
反
に
係
る
鳥
獣
の
解
放
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
の
命
令
及
び
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

九

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
鳥
獣
保
護
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下

｢

鳥
獣
保
護
法
施
行
規
則｣

と
い
う
。)

第
七
条
第
十
項
に

規
定
す
る
許
可
証

(
第
一
号
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
係
る
変
更
の
届
出
の
受
理
、
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
従
事

者
証

(

第
一
号
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
係
る
変
更
の
届
出
の
受
理
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
許
可
証
の
亡
失
の

届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
の
亡
失
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

鳥
獣
保
護
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
登
録
票
に
係
る
変
更
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
登
録
票
の
亡
失
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る

こ
と
。

十
二

鳥
獣
保
護
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
販
売
許
可
証

(

第
七
号
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
係
る

変
更
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
販
売
許
可
証
の
亡
失
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
事
務)

第
二
十
二
条

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
六
号)

附

則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促

進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
四
十
四
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
事
務
で
、
青
森
市
、
弘
前
市
及
び
八
戸
市
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。
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附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
し
、
第
四
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第

十
二
条
の
前
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
六
号)

附
則
第
二
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す

る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
四
十
四
号
。
以
下

｢

改
正
前
の
高
齢
者
等
円
滑
利
用
建
築
促
進
法｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
、
同
条
第
五
項

(

改
正
前

の
高
齢
者
等
円
滑
利
用
建
築
促
進
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
改
正
前
の
高
齢
者
等
円
滑
利
用
建
築
促
進
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
に
関
す
る
事
務
で
改
正
前
の
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
十
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
十
四
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
中

｢

第
二
十
条
の
三
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
条
の
五
第
一
項｣

に
改
め
る
。

(

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
の
二
中

｢

第
二
十
条
の
三
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
条
の
五
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
十
五
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
中

｢

農
業
試
験
場｣

を

｢

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
五
中

｢

畜
産
試
験
場｣

を

｢

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
三
中

｢

、
水
産
試
験
場
又
は
水
産
増
殖
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

又
は
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー｣
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
六
中

｢

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に

｢

、
原
子
力
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
る
。
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第
十
七
条
の
十
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
十
三

機
械
金
属
等
試
験
作
業
手
当
は
、
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員
が
、
電
気
炉
に
よ
る
溶
解
作
業
そ
の
他
の
作
業
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

の
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

第
十
七
条
の
十
九
中

｢

農
業
試
験
場
又
は
畑
作
園
芸
試
験
場｣

を

｢

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
十
五
中

｢

産
業
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
十
九
中

｢
本
庁
原
子
力
安
全
対
策
課
に
勤
務
す
る
職
員
又
は
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に

｢

若
し
く
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
四
十
三
中

｢

水
産
試
験
場｣

を

｢

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
、

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
十
七
中

｢

農
業
試
験
場｣
を

｢
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

看
守
護
送
手
当

第
十
九
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

用
地
買
収
交
渉
等
手
当

第
十
九
条
第
二
項
中

｢

第
六
号｣

を

｢

第
五
号｣

に
、

｢

同
項
第
七
号｣

を

｢

同
項
第
六
号
の
手
当
は
、
被
疑
者
及
び
被
告
人
等
の
看
守
又
は
護
送
の
作
業
に
従
事
す
る
場
合

に
、
同
項
第
七
号｣

に
、

｢

第
五
号｣

を

｢

第
四
号｣

に
、

｢

支
給
す
る｣

を

｢

、
同
項
第
二
十
二
号
の
手
当
は
、
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
警
察
職
員
が
用
地
買
収
に
係
る
交

渉
又
は
事
業
の
施
行
に
よ
り
生
ず
る
損
失
の
補
償
に
係
る
交
渉

(

用
地
買
収
に
係
る
交
渉
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

の
業
務

(

国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
人
事
委
員
会
の

定
め
る
も
の
と
の
交
渉
の
業
務
を
除
く
。)

に
従
事
し
た
場
合
に
支
給
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
第
三
号
の
手
当
の
項
中｢

六
千
円｣

を｢

一
万
千
七
百
円｣

に
改
め
、

同
表
第
四
号
の
手
当
の
項
中

｢

一
万
千
七
百
円｣

を

｢

一
万
三
百
円｣

に
改
め
、
同
表
第
五
号
の
手
当
の
項
中

｢

九
千
五
百
円｣

を

｢

七
千
百
円｣

に
改
め
、
同
表
第
六
号
の
手
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当
の
項
中

｢

勤
務
一
月
に
つ
き

七
千
百
円｣

を

｢

勤
務
一
日
に
つ
き

二
百
四
十
円｣

に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

青

森

県

知

事

木

村

守

男

青
森
県
条
例
第
十
六
号

青
森
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
情
報
公
開
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
五
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
号
ハ
中

｢

特
定
独
立
行
政
法
人｣

の
下
に

｢

及
び
日
本
郵
政
公
社｣
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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